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 Abstract  : Community welfare volunteer (so-called  "Minsei-iin" ) and commissioned vol-
unteer child welfare worker (so-called  "Jido-iin") play essential roles in resolving child 
abuse problems in a community. In this paper, I will research on efforts at the child abuse 

problems by community welfare volunteer (so-called "Minsei-iin" ) and commissioned vol-
unteer child welfare worker (so-called  "Jido-iin"). And,  I will clear what to do for im-

proving the system of community welfare volunteer (so-called  "Minsei-iin" ) and commis-
sioned volunteer child welfare worker (so-called  "Jido-iin").

Ⅰは じめに

昭和23(1948)年 に 「民生委員法」が制定

され、それ以降、民生委員が都道府県知事の推

薦 を受け厚生労働大臣から委嘱されるようにな

った。彼 らは民間のボランティアであ り、再選

はあるものの三年 に一度改選 される。「民生委

員」は同時に 「児童委員」も兼ねてお り、一人
一人が必ず担当地区を持ち

、担当世帯を見守り

ながら住民の立場 に立 った活動 を行な ってい

る。さらに平成6(1994)年3月 末か らは、地

域の児童問題 を専任で担当する 「主任児童委

員」 も新たに配置され、地域社会が児童の福祉

問題 に対処 してい く上で、これらの役割は大 き

くな りつつある。

本稿では、こうした民生委員 ・児童委員、お

よび主任児童委員が児童虐待に対 して、実際 に

どのような取 り組みを行っているのか、その現

状 と課題について検討する。その際、以下では

まず、民生委員法や児童福祉法の改正により

「民生委員 ・児童委員の新 たな役割」 として何

が期待 されるようになったのかを明 らかにす

る。次に、こうした新たな役割に照らし合わせ

て、現状はいかなるものであ り、課題 として何

が考えられるべ きなのかを質問紙調査および聞

き取 り調査のデータを通して浮き彫 りにする。

そ して最後に、児童虐待に対する地域の取 り組

みとして欧米で推進されている方法にも言及 し

つつ、民生委員 ・児童委員が今後、 どのような

方向へと歩んでい くべきなのかを模索 したい。
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Ⅱ民生委員 ・児童委員の新たな役割

近年、地域福祉 を取 り巻 く環境は大 きく変わ

り始めている。それにともなって、法制度 も変

化を迫 られ、平成2(1990)年 には社会福祉関

係8法 が改正され、市町村を基盤 として在宅福

祉サービスを軸に地域福祉が計画的に推進 され

る時代へ と転換がはかられている。また平成12

(2000)年6月7日 には 「社会福祉の増進 を図

るための社会福祉事業法等の一部 を改正する法

律」が施行されている。これによって、従来の

「社会福祉事業法」は 「社会福祉法」に改称 さ

れ、内容的にも行政主体の福祉制度から、利用

者主体の福祉制度へ と移 りつつある。その結果

として、福祉活動 に対 し地域住民たちの積極的

なかかわりが必要とされるようになってきてい

るのだ。こうした福祉 をめぐる環境の変化に伴

い、民生委員は新たな役割を担 うべ く期待され

るようになっている(遠 藤2003近 刊)。

それは、どのようなものか。以 下では、これ

について考察 してい くことに しよう(『新版 ・

社会福祉学習双書』 編集委 員会編2001:188-

193)。 そこで表1を 見てもらいたい。これは、

民生委員法の改正前 と改正後に関する比較対照

表である。

これを見ると、改正前の民生委員法では主と

して生活困窮者を対象に、その保護や指導を行

うといった役割が強調されていたのに対 し(改

正前第一条)、 改正後の民生委員法では生活困

窮者だけにとどまらず、より広 く多様な住民の

立場に立ち 「福祉の増進」を努めるものである

とされている(民 生委員法第一条)。 またその

具体的な職務内容として、民生委員法第十四条

では以下のように規定されている。

①住民の生活状態を必要に応 じ適切に把握する

こと

②援助を必要 とするものがその有する能力に応

じ自立 した 日常生活を営むことができるように

日常に関する相談に応 じ、助 言その他の援助を

行なうこと

③援助を必要 とするものが福祉サービスを適切

に利用するために必要な情報の提供その他の援

助を行なうこと

④社会福祉を目的とする事業を経営する者又は

社会福祉 に関する活動を行なう者 と密接に連携

し、その事業又は活動を支援すること

⑤社会福祉法に定める福祉に関する事務所(福

祉事務所)そ の他の関係行政機関の業務に協力

すること

⑥前項の職務を行なうほか、必要に応 じて、住

民の福祉の増進を図るための活動 を行なう

このように民生委員には、住民の最も身近な

相談役であり支援者であるという役割が付 与さ

れることになったのである。福祉サービスが地

域住民の個別的なニーズに対応 しつつ利用され

得るためには、こうした民生委員の役割が必要

不可欠なものになりつつあると考えられ始めて

いるのだ。民生委員は自らも一人の地域住民で

あるため、住民の立場にたって福祉サービスの

相談や情報提供を行なえると期待 されているの

である。

民生委員の役割がこのように変化 したことに

より、当然、児童委員の役割も見なおされるこ

ととなった。

今、日本でも虐待 によって、その短い命 をお

とす子どもたちの数は増加 の一途をたどりつつ

あるが、こうした児童虐待 のほとんどは地域で

暮 らしをいとなむ家庭の内部で発生するため、

地域における関係諸機関が連携 ・協力 しながら

問題の解決をはかってい くことが求められる。

その際に中心的な役割を担 うものとして、児童

委員が大 きくクローズアップされることになっ

たのだ。

平成13(2001)年12月 に一部改正 された児

童福祉法を見ても、児童委員の役割が大きく変

更されていることが分かるだろう。表2を 見て

もらいたい。これは、児童委員に関わる児童福

祉法の改正前 と改正後に関する比較対照表であ

る。

児童委員の具体的な職務内容を見ると、児童
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表1民 生委員法の改正前 と改正後 に関する比較対照法(主 な もの)

【民生委 員法】(平 成12年6月7日 公布 ・施行分)

改 正 後

第 一条 民生委 員 は、社会奉 仕の精神 を もつ て、常
に住民 の立場 に立つて相談 に応 じ、及 び必要

な援助を行い、 もつて社会福祉 の増進 に努 め

るもの とする。

第1条 民生 委員 には、給与 を支給 しない もの と

し、その任期 は、三年 とす る。 ただ し、補欠
の民 生委 員の任期 は、前任者 の残任期 間とす

る。

第十四条 民生委員 の職務 は、次 のとお りとす る。
一住民の生活状態 を必要 に応 じ適切 に把握

してお くこ と。

二 援助 を必要 とす る者が その有す る能力 に
応 じ自立 した 日常生活 を営む ことがで きる
ように生活 に関す る相談 に応 じ、助言その

他の援助 を行 うこと。

三 援助 を必要 とす る者が福祉サー ビス を適
切 に利用す るため に必要 な情報 の提 供その

他の援助 を行 うこと。

四社会福 祉 を 目的 とする事業 を経 営する者
又 は社会福祉 に関す る活動 を行 う者 と密接
に連携 し、その事業又は活動 を支援 する こ

と。五 社会福祉 法 に定め る福 祉に関す る事務所
以下福祉事務所」 とい う。)そ の他 の関

係行政機関の業務 に協力するこ と。

2民 生委員 は、前項の職務 を行 うほか、必要

に応 じて、住民の福祉 の増 進を図るための活

動 を行 う。

第二十四条 民生委員協議 会の任務 は、次 の とお り
とする。
一 民 生委 員が担当する区域 又は事項 を定め

るこ と。

二民生委 員の職務 に関する連絡及 び調整 を

するこ と。
三 民生委 員の職務 に関 して福祉 事務所 その

他 の関係行 政機 関 との連絡 に当た ること。
四 必要 な資料 及び情報 を集 めること。

五 民生委員 を して、そ の職務 に関 して必要

な知識及び技術の修得をさせ ること。

六 その他民生委 員が職務 を遂行す るに必要

な事項 を処理 するこ と。
2民 生委員 協議 会は、民生委員の職務 に関 し

て必要 と認め る意見 を関係 各庁 に具申す るこ

とがで きる。

3民 生委員協議会 は、市町村 の区域 を 単位 と

す る社会福 祉関係団体の組織 に加わる ことが
で きる。

4市 町村長 及び福祉事 務所その他 の関係行政

機関の職員は、民生委 員協議会に出席 し、意

見 を述べ る ことがで きる。
第二十 五 条 民 生委員 協議会 を組織 す る民生 委 員

は、その互選 により会長一人を定 めなければ

ならない。
2会 長は、民生委員協議 会の会務 を とりまと

め、民生委 員協議会 を代表 する。

3(略)

改 正 前

第 一条 民生委 員 は、社会奉仕 の精神を もつて、保

護指導のことに当たり、社会福祉の増進 に努
め るもの とする。

第十条 民 生委 員 は、名誉職 とし、その任期 は、三

年 とする。但 し、補欠の民生委員の任期 は、
前任者 の残任期 間 とする。

第十四条 民生委 員の職務 は、左の通 りとす る。
一常に調査 を行 い、生活状態 を審か に して

置くこと。二 保護 を要 する者 を適 切に保護指 導す るこ
と。

三 社 会福 祉事 業施設 と密接 に連絡 し、その
機能 を助 けるこ と。

四 社会福祉事業 法 に定 める福祉に関す る事
務所（以下 「福祉事 務所」 とい う。）そ の他
の関係行政機 関の業務 に協力す ること。

2民 生委員 は、前項 の職務 を行 う外、必 要 に

応 じて、生活 の指導 を行 う。

第二十 四条 民生委員 協議会の任務は、左 の通 りと
する。
一 民生委員が担当す る区域又は事項 を定め

ること。
二 民生委員の職務 に関する連絡 及び統制 を

す ること。
三 民生委 員の職務 に関 して福祉事務所 その

他の関係 行政機関 との連絡 に当 るこ と。
四 必要な資料及び情報 を集 めるこ と。
五 民生委 員 をして、その職務 に関 して互 に

励 まし、研 究及び 修 養 をさせ るこ と。
六 その他 民生委員が職務 を遂行す るに必要

な事項 を処理する こと。

2民 生委員協議 会は、民 生委員 の職務 に関 し

て必要 と認 める意見 を関係 各庁 に具 申す るこ
とがで きる。

3民 生委 員協議会は、市町村 の区域 を単位 と

する社会福祉 関係 団体 の組織 に加わ ることが

で きる。

4市 町村長及 び福祉事務所その他の関係行政

機 関の職員 は、民生委 員協議会 に出席 し、意
見 を述べ るこ とがで きる。

第二十 五 条 民 生 委員協議 会 を組織 す る民 生 委員
は、その 互選 によ り総務 一人 を定めなければ

な らない。

2総 務 は、民生委員協議会の会務 をとりまと

め、民生委員協議 会 を代表す る。

3（ 略)

資料 出典:『新 版 ・社 会福祉 学習双書』編集委 員 会編 『新版 ・社 会福祉 学習双 書〈 第7巻〉 地域 福祉 論』

全国社会福祉協議会、2001年 、191頁
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表2児 童 委員 にかか わる児童福祉法 の改正前 と改正後 に関す る比較対照表(主 なもの）

【児童福祉 法】(平 成12年6月7日 公布 ・施行分)

改 正 後

第十二条 市 町村 の区域 に児童委 員を置 く。

② 児童委 員は、児童 及び妊 産婦 につ き、その生活
及び取り 巻 く環境 の状 況を適切 に把握 し、その保

護、保健 その他福祉 に関 し、援助 及び指導 をする
とともに、児童福祉 司又は祉 会福祉 法 に規定 する

福祉 に関 す る事務 所(以 下 「福 祉事 務 所」 とい

う。)の社会 福祉主 事の行 う職務 に協力 す る もの
とす る。

③ 民生委 員法 による民生委員は、児童委員に充て
られた もの とする。

④(略)

第十三条(略)

② 児童福 祉 司及び児童委員 は、その担当区域内 に
お ける児童 又 は妊 産婦 に 関 し、必要 な事 項 につ

き、その担当 区域 を管轄す る児童相談所長又 は市

町村長 にその状況 を通知 し、併せ て意見 を述べ な

ければな らない。

③ 児童委員が 、児童相談所長 に前項 の通知 をす る
ときは、緊急 の必要 が ある と認 める場合 を除 き、

市町村長 を経 由す る もの とする。

④(略)

第二十 五条 保護者 のない児童又 は保護 者に監護 さ
せ るこ とが不適 当である と認 める児童 を発見

した者 は、これ を福祉事務所 若 しくは児童相

談所又 は児童 委 員を介 して福祉 事務所若 しく
は児童相談所に通告 しなければな らない。た

だ し、罪 を犯 した満十 四歳以上 の児童 につい

ては、 この 限 りでな い。 この場 合にお い て

は、これ を家庭裁 判所 に通告 しなければな ら

ない。

改 正 前

第十 二 条 市 町村の 区域 に児 童委員 を置 く。

② 児童委 員は、児童及 び妊産婦 につ き、常 にその
生活及び環境の状態をつまびらかにし、そ の保

護、保健 その他福祉 に関し、援助及 び指導 をする
とともに、児童福祉司又 は社会福祉事業 法に規定

する福祉 に関する事務所(以 下 「福祉事務所」 と
い う。)の 社会福祉 主事 の行 う職務 に協 力す る も

の とす る。

③ 民生委 員法に よる民生委 員は、児童委 員に充て
られた もの とする。

④(略)

第十三条(略)

② 児童福祉 司及び児童委 員は、その担当 区域内 に
お ける児童又 は妊 産婦 に関 し、必 要 な事 項 につ

き、そ の担当区域を管轄 する児童相談 所長又 は市
町村長 にその状況を通知 し、併せ て意見を述べ な

けれ ばな らない。

③ 児童委員が、児童相談所長 に前項の通知 をす る
ときは、市町村 長を経由す るもの とする。

④(略)

第二十五条 保護者の ない児童又 は保護者に監護 さ
せ ることが不適当であ ると認め る児童 を発見

した者 は、これ を福祉事務所又 は児童相 談所

に通 告 しなけれ ばならない。但 し、罪 を犯 し
た満十 四歳以上 の児童 につ いて は、 この限 り

でない。この場合 におい ては、 これ を家庭裁

判所に通告 しなけれ ばならない。

【児童福祉法 】(平成13年11月30日 公布 、12月1日 施行分)

改 正 後

第十 二条 市町村の区域 に児童委員 を置 く。

② 民生委員法（昭和 二十三年法律第 百 九十八号）
に よる民生委員 は、児童委員 に充て られ たもの と

す る。

③ 厚生労働大臣 は、 児童委員 のう ちか ら、主任児童委員 を指名 す
る。

④ 前項の規定 による厚生労働大臣 の指名 は、民生委員法第
五条 の規定 による推薦 によつ て行 う。第十

二条の二児童委員 は、次 に掲 げる職務 を行 う。
一児 童及 び妊産婦 につ き、その生活及 び取り 巻

く環境の状況 を適 切に把握 してお くこ と。

二 児童及 び妊 産婦 につ き その保護、保健 そ の

他福祉 に関 し、サ ービス を適切 に利用す るため

に必要 な情報 の提 供その他 の援助及 び指導 を行

うこ と。

三 児童及 び妊 産婦 に係 る社 会福祉 を目的 とす る

事業を経営 する者 又は児童 の健 やかな育成 に関

す る活動 を行 う者 と密接 に連携 し、その事業又

は活動 を支援 する こと。

四児童福祉司 又は社会福祉 法 に規 定する福祉 に

関す る事務 所 以下 「福祉事務 所」 とい う。）

の社会福祉 主事 の行 う職務 に 力する こと。

五児童 の健 やかな育成 に関す る気 運の醸成 に努

改正前

第十二条 市 町村の区域 に児童委 員 を置 く。

②児 童委員は、児童及 び妊産婦 につ き、その生活
及び取り 巻 く環境の状況 を適 切に把握 し、 その保

護、保健その他福祉 に関 し、援 助及び指導 をす る

とともに、児童福祉 司又は社 会福祉 法に規定 す る

福 祉 に関 す る事 務所 以下 「福 祉事 務 所」 とい

う。）の社会福祉 主事の行 う職務 に協力 す るもの

とす る。

③ 民生委 員法 による民生委員は、児童委員に充て
られ たもの とす る。

④児 童委 員は、 その職務 に関 し、都道府県 知事 の
指揮監督 を受 ける。
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め ること。

六 前各号 に掲 げ るものの ほか、必要に応 じて、

児童及び妊 産婦の福祉の増進 を図る ための活動
を行 うこ と。

② 主任 児童委 員 は、前項各 号に掲げ る児童 委員の
職務 について、 児童の福祉 に関す る機関 と児童委

員（主任児童 委員で ある者 を除 く。以下 この項 に
おい て同 じ。）との 連絡 調整 を行 うとと もに、児

童委員の活動 に対す る援助及び協力 を行 う。

③児童 委員は、 その職務 に関 し、都道府県知事 の
指揮監督 を受 ける。

第十 三条 市町村長 は、前条第 一項 又は第二項 に規

定す る事項 に関 し、児童委 員に必要 な状 況の通報

及 び資料の提供 を求 め、並びに必要 な指示 をす る
ことが できる。

② 児童委員 は、 その担 当区域内 にお ける児童又 は

妊産婦 に関 し、必要 な事項 につ き、 その担当区域
を管轄 する児童相談所 長又は市 町村長 にそ の状況

を通知 し、併せ て意 見 を述べ なけれ ばならない。

③ 児童委員が、児童相 談所長 に前項 の通知 をす る
ときは、緊急の必 要がある と認 める場合 を除 き、

市 町村 長を経 由する もの とする。

④ 児童相談所長 は、その管轄 区域 内の児童委員 に

必 要な調査 を委 嘱する ことがで きる。

第十三条の 二都 道府 県知事 は、厚生労働大臣 の定
める基準 に従 い、児童委員 の研修 に関 して計

画を作成 し、これ を実施 しなければならない。

第十三条 市町村長 は、第 十一条第二項又 は前 条第

二項 に規定す る事項 に関 し、児童福祉司又 は児童委員
に必要な状況 の通報及び資料の提 供 を求める

ことが で きる外 、 児童福祉 司 に必 要 な援助 を求

め、児童委員に必要 な指示 をする ことがで きる。

②児童福祉司及び 児童委員 は、その担当区域 内に
おけ る児 童又 は妊 産婦 に関 し、必 要 な事項 につ

き、その担当区域 を管轄す る児童相談所 長又は市

町村長 にその状況 を通知 し、併 せて意見 を述 べな

ければならない。

③ 児童委 員が、児童相談所長 に前項 の通知 をする
ときは、緊急の必要があ ると認める場合 を除 き、

市町村長 を経 由す るものとす る。

④ 児童相談所 長は、その管轄区域内の児童委 員に

必要な調査を委嘱す ることがで きる。

資料 出典:『新 版 ・社会福 祉学習双書』編集 委員 会編 『新 版 ・社 会福 祉 学習双書〈 第7巻〉 地域 福祉 論』

全国社会福祉 協議会、2001年 、191-192頁

福祉法第十二条第二項 において以 下のように規

定されている。

①児童及び 妊産婦についての生活状況を適切に

把握しておくこと

②サービスを適切に利用するために必要な情報

の提供その他の援助および指導を行なうこと

③児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする

事業を経営するものは又は児童の健やかな育成

に関する活動を行なう者 と密接に連携 し、その

事業又は活動を支援すること

④児童福祉司又は社会福祉主事の行 う職務に協

力すること

⑤児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努

めること

⑥全号のほか、必要に応 じて、児童及び妊産婦

の福祉の増進を図るための活動 を行 う

この改正において特筆されるべ きは、今まで

児童福祉法に記 されていなかった主任児童委員

を法制化し、主任児童委員を含む児童委員の職

務内容を明確化 したことであろう。主任児童委

員の職務は、児童福祉に関する関係諸機関およ

び児童委員との連絡調整を行い、児童委員の活

動 に対 して援助および協力をすることとされて

いるが、児童福祉の問題を専門的に担当する主

任児童委員が設置されたことにより、虐待に対

して一層積極的に民生委員 ・児童委員が取 り組

んでいける可能性が生 じることとなったのであ

る。

こうして民生委員 ・児童委員は、これまでと

同様 に地域住民 と同じ視点を共有 しつつも、新

たな役割としてコミュニティが抱える福祉の問

題に一層深 く関わってい くことが期待 されるよ

うになったのだ。特に児童虐待をは じめとした

児童の福祉問題については、関係機関と連携を

はか りつつ積極的にアプローチしてい くことが

求められている。 しか しながら、以上のような

新たな役割は、 どの程度実現されているのだろ
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うか。

以下で は、こう した ことにつ いて平 成13

(2002)年 に実施された 「子 どもの虐待に関す

る児童委員 ・主任児童委員調査」のデータを分

析 しつつ検討 してい くことにしよう。そこで次

章では、まず、この調査の概要を述べてい くこ

とにする。

Ⅲ 「子どもの虐待に関する児童委員 ・

主任児童委員調査」の概要

「子どもの虐待 に関する児童委員 ・主任児童

委員調査」は、平成13(2001)年 度 「児童 環

境づ くり等総合調査研究事業」の一環として、

子 ども虐待への援助に関する児童委員 ・主任児

童委員のあり方を検討することを目的として行

われた。この調査は①都道府県 ・指定都市の民

生委員児童委員協議会(連 合会)に 対する質問

紙調査、②市区町村の民生委員児童委員協議会

(連合会)に 対する質問紙調査、③地区民生委

員児童委員協議会のヒアリング調査の3つ から

成っている。以下では、これら3つ の調査の概

要を述べてい く。

1.都 道府県 ・指定都市民生委員児童委員協議

会(連 合会)調 査

①調査対象:全 数調査(59件)。 回答者は、事

務局担当者。

②調査方法:郵 送調査

③調査形式:調 査票を用いた調査。

④調査内容:子 どもの虐待 に関連 して平成12

年度に取 り組んだ事業内容の把握。実施主体 と

の関係、事業内容、実施方法、成果物、今年度

の計画など。

⑤ 回収率:43件 。回収率72.9%

2.市 区町村民生委員児童委員協議会調査

①調査対象：前年度調査対象 となった1府 、9

県、1市 の市区町村の全事務局調査(630件)。

回答者は、事務局担当者。

②調査方法:郵 送調査。市区町村事務局 に直接

に送付。

③調査形式:調 査票を用いた調査。

④調査内容： 子どもの虐待 に関連 して平成12

年度に取 り組んだ事業内容の把握。実施主体 と

の関係、事業内容、実施方法、成果物、今年度

の計画 など。加えて、特徴的な活動をしている

と思われる市区町村 ・地区民生委員児童委員協

議会を推薦 してもらう。

⑤回収率:412件 。回収率65.4%

3.地 区民生委員児童委員協議会調査

①調査対象:調 査2で 推薦 された事例および文

献等から、先駆的な取り組みを行 っていると考

えられる地区民生委員児童委員協議会のヒアリ

ング調査。

②対象地区:

神奈川県 ・川崎市幸区民生委員児童委員協議会

神奈川県 ・横須賀市民生委員児童委員協議会

新潟県 ・豊栄市民生委員児童委員協議会

新潟県 ・豊栄市子 ども相談センター

長野県 ・飯島町民生委員児童委員協議会

愛知県 ・名古屋市緑区大高地区民生委員児童委

員協議会

大阪府 ・八尾市民生委員児童委員協議会

大阪府 ・摂 津市民生委員児童委員協議会

大阪府 ・交野市民生委員児童委員協議会

徳島県 ・徳島市渭北地区民生委員児童委員協議

会

香川県 ・長尾町民生委員児童委員協議会

福岡県・福岡市東区12地 区民生委員児童委員

協議会

沖縄県 ・沖縄市民生委員児童委員協議会

沖縄県 ・那覇市民生委員児童委員連合会

Ⅳ都道府県 ・指定都市および

市区町村に対する質問紙調査の分析

本章では、先の3つ の調査の内、質問紙調査

である①都道府県 ・指定都市および②市区町村

の調査によって得られたデータの主要なものを

用いながら、子ども虐待への援助に関する児童
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委員 ・主任児童委員の現状と課題を浮 き彫 りに

したい。

1.都 道 府 県 ・指 定 都 市 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議

会(連 合 会)調 査 デ ー タの 分 析

1)平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐 待 関

連 の啓 発 資 料 の 作 成(問1)

「平 成12(2000)年 度 にお け る子 ど も虐 待 関

連 の 啓発 資料 の作 成 」 につ い て は、 有 効 回答 数

43の 内 、 「民 児協 を 中心 に関係 機 関 と協 力 して

作 成」 が6(14.0%)の 、 「特 に 作 成 し て い な い」

が37(86.0%)で あ っ た(表3)。

2)平 成12(2000)年 度 にお け る子 ど も虐 待 に

関 す る調 査 研 究 への 取 り組 み(問3)

「平成12(2000)年 度 にお け る子 ど も虐 待 に

関 す る調 査 研 究 へ の取 り組 み」は有 効 回 答 数43

の 内 、 「民 児 協 と して 実 施 」 が4(9.3%)、 「他

機 関 の 調 査 に協力 」 が4(9.3%)、 「特 に取 り組

んで い な い」 が34(79.1%)で あ っ た(表4)。

3)平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐待 に

関 す る研 修 会 の 開催(問4)

「平成12(2000)年 度 にお け る 子 ど も虐 待 に

関す る研 修 会 の 開催 」 は ど うだ ろ う か。 これ に

つ い て は有 効 回答 数43の 内 、 「民 児協 と して主

催 ・実 施」 が34(79.1%)、 「他 機 関 の研 修 会 に

共 催 ・後 援 」 が6(14.0%)、 「他 機 関 の 実 施 し

た研 修 会 に参 加 を呼 び か け た」 が1(2.3%)、

「研 修 会 へ の 取 り組 み は しなか っ た」 が2(4.7

%)で あ っ た(表5)。

4)平 成13(2001)年 度 に お ける 子 ど も虐 待 関

連 の 啓発 資料 の 作成(問5)

次 に平 成13(2001)年 度 に つ い て 見 て み よ

う。 「平 成13年 度 にお け る子 ど も虐 待 関連 の啓

発 資 料 の 作 成」 は 有効 回答 数43の 内 、 「民 児協

を 中心 に関係 機 関 と協 力 して作 成」 が6(14.0

%)、 「特 に作 成 して い な い」 が36(83.7%)で

あ っ た(表6)。

5)平 成13(2001)の 年 度 に お け る子 ども虐 待 に

関 す る調 査研 究 へ の 取 り組 み(問7)

「平 成13(2001)年 度 にお け る子 ど も虐 待 に

関す る調 査研 究へ の取 り組 み」 につ いて は、 有

効 回答 数43の 内 、 「民 児 協 と して 実 施 」 が10

(23.3%)、 「他 機 関 の 調 査 に 協 力 」 が2(4.7

%)、 「特 に 取 り組 む 予 定 は な い」 が30(69.8

%)で あ っ た(表7)。

表3平 成12(2000)年 度 にお ける子 ども虐待関連の啓発資料作成

　 　 　

頻度%有 効%累 積%

民児協 中心 に関係機関 と協 力 して作成6141414

特 に作成 していない378686100

Total43100100 _

表4平 成12(2000)年 度 にお ける子 ども虐待 に関する調査研究への取 り組み

頻度%有 効%累 積%

民児協 として実施49.39.39.3

他機関調査 に協 力49.39.318.6

特 に取 り組 んでいない3479.179.197.7

無 回答12.32.3100Total43100100
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表5平 成12(2000)年 度 における子 ども虐待 に関する研修会 の開催

頻度%有 効%累 積%

民児 脇 として主催・ 実施3479.179.179.1

他機 関の研 修会に共催 ・後援6141493

他機 関の実施 した研修会 に参加 を呼びかけ12.32.395.3

研修 会へ の取 り組み しない24.74.7100

Tota143100100

表6平 成13(2001)年 度 における子 ども虐待 関連 の啓発資料作成

頻度%有 効%累 積%

民児協 中心 に関係 機関 と協力 して作成61414

特 に作 成 していない3683.783.797.7

無回答12.32.3100

Total43100100

表7平 成13(2001)年 度 にお け る子 ど も虐 待 に 関す る調 査 研 究 へ の取 り組 み

頻 度%有 効%累 積%

民 児 協 と して 実施1023.323.323.3

他 機 関調 査 に 協 力24.74.727.9

特 に取 り組 む予 定 はな い3069.869.897.7

無 回答12.32.3100

Total43100100

6)平 成13(2001)年 度 に お ける子 ど も虐 待 に

関 す る研 修 会 の 開催(問8)

最 後 に 「平 成13(2001)年 度 に お け る 子 ど

も虐 待 に 関す る研 修 会 の 開催 」は有 効 回答 数43

の 内 、 「民 児 協 と して 主 催 ・実 施 」 が28(65.1

%)、 「他 機 関 の 研 修 会 に 共 催 ・後 援 」 が11

(25.6%)、 「研 修 会 へ の 取 り組 み は 予 定 して い

な い」 が4(9.3%)で あ った(表8)。

さて 、平 成12(2000)年 度 と平 成13(2001)

年 度 に お け る 以 上 の 集 計 結 果 を 比 較 して み る

と、 どの よ うな こ とが 分 か る だ ろ うか。

まず 「子 ど も虐 待 関連 の啓 発 資 料 の作 成 」 に

つ い て 作 成 し て い る と す る の は、 平 成12

(2000)年 度 と平 成13(200l)年 度 ど ち ら も、

6(14%)で あ り全 く変 化 して い な い 。次 に、

「子 ど も虐 待 に 関 す る調 査 研 究 」 を何 らか の 形

で実 施 して い る とす る の は(「 民 児 協 と して実

施 」+「他 機 関 の調 査 に 協 力 」)、平 成12(2000)

年 度 で は8(18.6%)、 平 成13(2001)年 度 で

は12(28%)と 、 や は り ほ と ん ど変 化 が 見 ら

れ な い。 さ ら に 「子 ど も虐 待 に関 す る研 修 会 の

開催 」 の 実 施 も(「 民 児 協 と して主 催 ・実施 」+

「他 機 関 の 研 修 会 に 共 催 ・後 援 」)、平 成12

(2000)年 度 で は40(93.1%)、 平 成13(2001)

年 度 で は39(90.7%)で あ り、 ほぼ 横 ば い とな

っ て い る。
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表8平 成13(2001)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に関 す る研修 会 の 開催

頻 度%有 効%累 積%

民 児協 と して 主 催 ・実施2865.165.165.1

他 機 関 の研 修 会 に共 催 ・後援1125.625.690.7

研 修 会 へ の取 り組 む 予 定 は な い49.39.3100

Total43100100

表9子 ど も虐 待 ネ ッ トワー クの有 無

頻 度%有 効%累 積%

主催 す る会 議 が あ る511.611.611.6

他 機 関 に主 催 す る会 議 が あ る2353.553.565.1

そ の 他24.74.769.8

特 に な い1330.230.2100

Total43100100

表10組 織的 に行 って いる直接的な活動

頻度%有 効%累 積%

民児協が 中心 に行 っている6141414

他機関の活動 に協力 している1534.934.948.8

特 にその ような活動 は行 ってい ない2148.848.897.7

無回答12.32.3100

Total43100100

以 上 の こ とか ら、 子 ど も虐待 に対 す る取 り組

み に お い て、 近 年 、 目だ っ た変 化 は見 られ な い

こ とが 分 か る。 そ こ で 児童 委 員 ・主 任 児童 委 員

の 現 状 と課 題 につ い て 、平 成13(2001)年 度

現 在 の 「子 ど も虐 待 ネ ッ ト ワー ク」 「組 織 的 に

行 っ て い る直 接 的 な活 動 」 の デ ー タ も併 せ て検

討 す る こ と に した。

7)子 ど も虐 待 ネ ッ トワ ー クの 有 無(問9)

「子 ど も虐 待 ネ ッ トワ ー ク の 有 無 」 は 有 効 回

答 数43の 内、「民 児 協 の主 催 す る会 議 が あ る」

が5(11.6%)、 「他 機 関 の主 催 す る会議 が あ る」

が23(53.5%)、 「そ の 他 」 が2(4.7%)「 特 に

な い」 が13(30.2%)で あ った(表9)。

8)組 織 的 に行 っ て い る直 接 的 な活 動(問10)

「組 織 的 に行 って い る 直 接 的 な 活 動 」 は有 効

回 答 数43の 内 、 「民 児 協 が 中 心 に行 っ て い る」

が6(14.0)の 、 「他 機 関 の 活 動 に協 力 して い る」

が15(34.9%)の 、 「特 に そ の よう な活 動 は行 って

い ない 」 が21(48.8%)で あ っ た(表10)。

以上2つ の デ ー タ を併 せ て考 えて み る と、 子

ど も虐 待 へ の援 助 に 関す る現 状 と課 題 が 一層 浮

き彫 りに な って くる と思 わ れ る。

平 成13(2001)年 度 に お い て 「子 ど も虐 待

関 連 の 啓 発 資 料 の 作 成 」(問5)、 「子 ど も虐 待

に関 す る 調 査 研 究 」(問7)、 「子 ど も 虐待 に 関

す る研 修 会 の 開 催」(問8)、 「子 ど も虐 待 ネ ッ
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トワークの有無」(問9)、 「組織的に行 ってい

る直接的な活動」(問10)に ついて否定的なカ

テゴリー(「特に作成 していない」「特に取 り組

んでいない」「取 り組 む予定はない」「特 にな

い」「特にそのような活動は行っていない」)に

対する回答数が、かな り多いことに気づ く。 し

かも、その回答数は 「子 ども虐待に関する研修

会の開催」(問8)が4(9.3%)、 「子 ど も虐待

ネ ットワークの有無」(問9)が13(30.2%)、

「組織的に行 っている直接的な活動」(問10)

が21(48.8%)、 「子 ども虐待 に関す る調査研

究」(問7)が30(69.8%)、 「子 ども虐待 関連

の啓発資料の作成」(問5)が36(83.7%)の

順序で増えているのが分かる。

こうしたことは一体、何を意味するのか。そ

れは、予算等 も含めて都道府県側の制度的支援

がほとんどなされていないことを意味するので

はないか。「研究会の開催」等 については比較

的実行に移 しやすいが、調査研究を実施 したり

啓発資料を作成するのには、 どうしても予算 も

含めた都道府県による持続的かつ集中的な制度

的支援が必要となる。したがって今後の課題 と

しては、都道府県レベルで児童委員 ・主任児童

委員を制度的に整備していくことを指摘できよ

う。

こうしたことは市町村 レベルでも見てとれる

のだろうか。以下では市町村 レベルでの児童委

員 ・主任児童委員の現状 と課題を検討 してい く

ことにしよう。

2.市 区 町 村 民 生 委 員 児 童 委 員 協 議 会 調 査 デ ー

タの 分析

1)平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐 待 関

連 の啓 発 資料 の作 成(問1)

「平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐 待 関

連 の 啓発 資 料 の作 成 」 につ い て は、 有効 回答 数

412の 内 、 「民 児協 を 中心 に 関 係 機 関 と協 力 し

て 作 成」 が11(2.7%)、 「関 係 機 関 の 呼 び か け

で 、 民 児 協 も協 力 して作 成 した」 が8(1.9%)

「特 に作 成 して い な い」 が390(94.7%)で あ っ

た(表11)。

2)平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に

関 す る調 査研 究 へ の取 り組 み(問3)

「平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に

関 す る調 査 研 究 へ の 取 り組 み 」 は 有 効 回 答 数

412の 内 、 「民 児 協 と し て 実 施 」 が20(4.9

%)、 「他 機 関 の 調 査 に 協 力」 が17(4.1%)、

「特 に取 り組 んで い ない 」 が370(89.8%)で あ

っ た(表12)。

3)平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に

関 する研 修 会 の 開催(問4)

「平 成12(2000)年 度 にお け る子 ど も虐 待 に

関す る研 修 会 の 開催 」 は有 効 回答 数412の 内 、

「民 児 協 と して 主 催 ・実 施 」 が127(30.8%)、

「他 機 関 の 研 修 会 に 共 催 ・後 援 」 が12(2.9

%)、 「他 機 関 の実 施 した研 修 会 に参 加 を呼 び か

け た」 が154(37.4%)、 「研 修 会 へ の 取 り組 み

は し な か っ た」 が116(28.2%)で あ っ た(表

13)。

表11平 成12(2000)年 度 にお ける子 ども虐待関連 の啓発資料作 成

頻度%有 効%累 積%

民児協 中心 に関係機 関 と協力 して作 成112.72.72.7

関係機関の呼びか けで協力 して作成81.91.94.6

特 に作 成 してい ない39094.794.799.3

無回答30.70.7100

Total412100100
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表12平 成12(2000)年 度 における子 ども虐待 に関す る調査研 究への取 り組み

頻度%有 効%累 積%

民児協 と して実施204.94.94.9

他機 関調査 に協力174.14.19

特 に取り組ん で いない37089.889.898.8

無 回答51.21.2100

Total412100100

表13平 成12(2000)年 度 に お け る子 ど も虐待 に関 す る研 修 会 の 開 催

頻 度1%有 効%累 積%

民 児 協 と して 主 催 ・実施127330.830.830.8

他 機 関 の研 修 会 に 共催 ・後 援122.92.933.7

他 機 関 の実 施 し た研 修 会 に参 加 を呼 びか け15437.437.471.1

研修会 へ の取 り組 み しな い11628.228.299.3

無 回答30.70.7100

Total412100100

表14平 成13(2001)年 度にお ける子 ども虐待 関連 の啓発資料作 成

頻度%有 効%累 積%

民 児協 中心 に関係機 関 と協 力 して作成102.42.42.4

関係機 関の呼 びかけで協 力 して作成184.44.46.8

特 に作 成 して い な い38292.792.799.5

無 回答20.50.5100

Total412100100

4)平 成13(2001)年 度 に お ける子 ど も虐 待 関

連 の啓発 資料 の 作 成(問5)

次 に平 成13(2001)年 度 につ い て見 て い く

こ とに しよ う。 「平 成13年 度 にお け る子 ど も虐

待 関 連 の啓 発 資料 の作 成 」 は 有効 回答 数412の

内 、 「民児 協 を 中心 に関 係 機 関 と協 力 して作 成 」

が10(2.4%)、 「関 係 機 関 の 呼 び か け で 、 民 児

協 も協 力 して 作 成」 が18(4.4%)、 「特 に 作 成

して い ない 」 が382(92.7%)で あ った(表14)。

5)平 成13(2001)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に

関 す る調 査 研 究 へ の 取 り組 み(問7)

「平 成13(2001)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に

関す る調査 研 究 へ の 取 り組 み 」 に つ い て は 、 有

効 回答 数412の 内 、 「民 児 協 と して 実 施 」 が26

(6.3%)、 「他 機 関 の 調 査 に 協 力」 が26(6.3

%)、 「特 に取 り組 む 予 定 は な い」 が357(86.7

%)で あ った(表15)。

6)平 成13(2001)年 度 に お ける子 ど も虐 待 に

関 す る研 修 会 の 開 催(問8)

「平 成13(2001)年 度 に お け る子 ど も虐 待 に
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表15平 成13(2001)年 度 にお ける 子 ど も虐 待 に関 す る調 査 研 究 へ の取 り組 み

頻 度%有効%累 積%

民 児協 と して実 施266.36.36.3

他 機 関 調査 に協 力266.36.312.6

特 に取 り組 む 予 定 は な い35786.786.799.3

無 回答30.70.7100

Total412100100

表16平 成13(2001)年 度における子 ども虐待 に関する研修会の開催

頻度%有 効%累 積%

民児協 として主催 ・実施99242424

他機 関の研 修会 に共催 ・後援184.44.428.4

他機関 の実施 した研修 会に参加を呼びかけ18143.943.972.3

研修会への取り 組 む予 定 はない10926.526.598.8

無 回答51.21.2100

Total412100100

関す る研 修 会 の 開催」 は有 効 回答 数412の 内 、

「民 児 協 と し て 主 催 ・実 施」 が99(24.0%)、

「他 機 関 の 研 修 会 に 共 催 ・後 援 」 が18(4.4

%)、 「他 機 関 の 実 施 す る研 修 会 に参 加 を呼 びか

け る」 が181(43.9%)、 「研 修 会 へ の 取 り組 み

は予 定 して い な い」 が109(26.5%)で あ っ た

(表16)。

こ こ で も 平 成12(2000)年 度 と 平 成13

(2001)年 度 にお け る以 上 の 集 計 結 果 を比 較 し

て み よ う。 まず 「子 ど も虐 待 関連 の啓 発 資 料 の

作 成」 につ い て作 成 して い る とす るの は(「 民

児 協 を中心 に関係 機 関 と協 力 して作 成」+「関係

機 関 の 呼 び か け で 、民 児 協 も協 力 して 作 成」)、

平 成12(2000)年 度 で は19(4.6%)、 平 成13

(2001)年 度 で は28(6.8%)と あ ま り変化 して

い な か っ た。 次 に 、 「子 ど も虐 待 に 関 す る調 査

研 究 」 を何 らか の形 で実 施 して い る とす る の は

(「民 児 協 と し て 実 施 」＋「他 機 関 の 調 査 に 協

力 」)、平 成12(2000)年 度 で は37(9%)、 平

成13(2001)年 度 で は52(12.6%)と 、 や は

りほ とん ど変化 が見 られ ない 。 さ ら に 「子 ど も

虐 待 に 関 す る研 修 会 の 開 催 」 の 実 施 も(「 民 児

協 として 主催 ・実 施 」十「他 機 関 の研 修 会 に共 催

・後 援 」)、 平 成12(2000)年 度 で は139(33.7

%)、 平 成13(2001)年 度 で は117(28.4%)

で あ り、 ほ とん ど変 化 して い な い 。以 上 の こ と

か ら、市 町村 レベ ル に お い て も、 子 ども虐待 に

対 す る取 り組 み にお い て 、 近 年 、 目だ っ た変 化

は 見 られ な い こ とが 分 か る 。

そ こ で 平 成13(2001)年 度 現 在 の 「子 ど も

虐 待 ネ ッ トワ ー ク」 「組 織 的 に行 って い る直 接

的 な活 動 」 の あ り方 も併 せ て、 児 童 委 員 ・主 任

児 童 委 員 の現 状 と課 題 を検 討 して み る こ と に し

よ う。

7)子 ど も虐待 ネ ッ トワ ー クの 有 無(問9)

「子 ど も虐 待 ネ ッ トワ ー ク の有 無」 は 有 効 回

答 数412の 内 、 「民 児 協 の 主 催 す る 会議 が あ る」

が27(6.6%)、 「他 機 関 の 主催 す る 会議 が あ る」

が110(26.7%)、 「そ の 他 」 が16(3.9%)「 特

に ない 」 が257(62.4%)で あ っ た(表17)。
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表17子 ど も虐 待 ネ ッ トワー クの有 無

頻 度%有 効%累 積%

主催 す る会 議 が あ る276.66.66.6

他 機 関 に主 催 す る 会議 が あ る11026.726.733.3

そ の他163.93.937.1

特 に な い25762.462.499.5

無 回答20.50.5100

Total412100100

表18組 織 的 に行 って い る直接 的 な 活動

頻度%有 効%累 積%

民児 協 が 中心 に行 っ て い る41101010

他 機 関 の活 動 に協 力 して い る399.59.519.4

特 に そ の よ う な 活 動 は行 っ てい な い32177.977.997.3

無 回答112.72.7100

Total412100100

8)組 織 的 に行 っ てい る直 接 的 な活動(問10)

「組 織 的 に行 っ て い る 直接 的 な活 動」 は有 効

回 答 数412の 内 、「民 児 協が 中心 に行 っ て い る」

が41(10.0%)、 「他 機 関 の 活 動 に協 力 して い

る 」 が39(9.5%)、 「特 にそ の よ うな 活 動 は行

っ て い な い」 が321(77.9%)で あ っ た(表

18)。

以 上2つ の デ ー タ を併 せ て考 え てみ る と、平

成13(2001)年 度 に お い て 「子 ど も虐 待 関 連

の 啓 発 資 料 の 作 成 」(問5)、 「子 ど も虐 待 に 関

す る調 査 研 究 」(問7)、 「子 ど も虐 待 に 関 す る

研 修 会 の 開 催 」(問8)、 「子 ど も虐 待 ネ ッ トワ

ー ク の有 無 」(問9)
、 「組 織 的 に行 っ て い る 直

接 的 な活 動 」(問10)に つ い て 否定 的 な カ テ ゴ

リ ー(「 特 に作 成 して い な い」 「特 に取 り組 ん で

い な い 」 「取 り組 む 予 定 は な い」 「特 に な い」

「特 にそ の よ うな活 動 は 行 っ て い ない」)に 対 す

る 回答 数 が か な り多 い こ とが分 か る。 しか も、

否 定 的 な回答 数 は、 「子 ど も虐 待 に関 す る研 修

会 の 開 催 」(問8)が109(26.5%)、 「子 ど も虐

待 ネ ッ ト ワ ー ク の 有 無 」(問9)が257(62.4

%)、 「組 織 的 に行 っ て い る直 接 的 な 活 動 」(問

10)が321(77.9%)、 「子 ど も虐 待 に 関 す る調

査 研 究」(問7)が357(86.7%)、 「子 ど も虐 待

関 連 の 啓 発 資 料 の 作 成」(問5)が382(92.7

%)で 、 回 答 数 の順序 も都 道府 県 レベ ル と全 く

同 じで あ った 。

したが って こ こで も、予 算 等 も含 め て 制度 的

支 援 が ほ とん どな され て い な い と指 摘 す る こ と

が 可 能 とな る だ ろ う。

V地 区民生委員児童委員協議会に対する

ヒアリング調査の分析

前章では、都道府県 ・指定都市民生委員児童

委員 協議会(連 合会)に 対する調査、および市

区町村民生委員児童委員協議会に対する調査、

これら2つ の質問紙調査の検討 を通して、子 ど

も虐待への援助に関する児童委員 ・主任児童委

員の現状 と課題を浮き彫 りにした。

それによると子ども虐待に対する取 り組みに



関西福祉科 学大学紀要第6号(2002)

おいて、都道府県 レベル、市町村レベルどちら

とも近年、目だった変化 は見られず、活動 もあ

まり活発 に行なわれていないことが分かった。

それは、とりもなおさず行政 による制度的支援

が ほとんどなされていないことを意味 してお

り、 したがって今後の課題 としては児童委員 ・

主任児童委員を制度的に整備 していくことを指

摘 し得た。

以下ではこうした現状 と課題について、地区

民生委員児童委員協議会に対するヒアリング調

査のデータを用いつつ、 より具体的な事例を通

して考察 してみることにしよう。

1.大 阪府八尾市民生委員児童委員協議会の事

例

大阪府八尾市において民生委員は375人 であ

るが、その内主任児童委員は8人 となってい

る。八尾市でも近年、子 ども家庭センターによ

せられる児童虐待の相談件数は増加の一途をた

どっている。児童虐待のほ とんどは地域で暮 ら

しをいとなむ家庭の内部で発生するため、地域

における関係諸機関が連携 ・協力しながら問題

の解決をはかってい くことが求められる。その

ため八尾市では児童虐待の問題について関係諸

機関が協力していけるよう児童虐待連絡会議が

設立されてお り、ここに民生児童委員協議会も

参加 しているのだ。

この八尾市民生委員児童委員協議会の中は専

門部会が設置 されてお り(高 齢者福祉部会 ・障

害者福祉部会 ・児童福祉部会 ・生活福祉部会 ・

広報部会 ・企画部会)、 その中の児童福祉部会

が児童虐待の問題を担当している。児童福祉部

会は児童問題の研究や事例の検討 ・討議を常に

行ってお り、その際には主任児童委員はもちろ

ん、各地区代表の民生児童委員 も参加 してい

る。

活 動 の具 体 的な 内 容 と して は、平 成12

(2000)年 度には①子 どもの虐待問題 に関係す

るポスターを作製、② 「八尾民生児童委員協議

会だより 『風知草』」で児童虐待の問題に関す

る特集号を組んだりしている。さらには③児童

福祉部会管外研修会として、児童養護施設 ・岸

和田学園に視察訪問を行なったり、④八尾地区

児童虐待連絡会議講演会なども行なっている。

平成13(2001)年 度 には、前年度 と同様 に

①「八尾 民生児童委 員協 議会 だ よ り 『風 知

草』」で児童虐待の問題 に関する特集号 を作成

したり、②児童養護施設岸和田学園への視察訪

問を行なったりしている。また③児童虐待連絡

会議主催研修会を東大阪子 ども家庭センターで

実施 し、さらには④民生委員児童委員協議会主

催 ・児童福祉部会研修会 として、「今・・・ 子

どもの施設では:虐 待を受けた子 どもと家族へ

の援助―地域の関係機関 ・民生委員児童委員と

のネッ トワーク―」 というタイ トルで救世軍希

望館館長 ・前田徳春氏に講演を依頼するなどし

ている。

こうして見ると八尾市では、民生委員が児童

委員も兼ねていることについて非常に自覚的で

あ り、そうした自覚の上で責任のある業務を行

なえるよう研修会を積極的に行なおうという姿

勢が見てとれる。いままで3名 しかなかった主

任児童委員の定数が平成13年12月 より8名 に

増員 されたことも、その一つの表れであろう。

だが、その 一方で 「主任児童委員を現在の3

名か ら8名 まで増 やしてい くのが本当に難 し

い。今後、地区での子育て支援というのが一応

研修などをしても、いろんな形で出て来るのは

地域での子育て支援、地域の役割がいっぱい出

て来るので、それを強化 しようと思うと地区単

位の活動 ということになる。今後国の方針 とし

ては、主任児童委員を強化 して児童委員の役割

を強めていくというのがあるのだが、実際やっ

てい くとなると難しい」 といった言葉が ヒアリ

ングでは寄せられていたのである。つまり前章

で述べたように、地域との密接な関わりを持ち

つつ専門的なスキルを身につけた主任児童委員

を確保するための制度的支援が非常に困難な状

況にあり、そうした支援 をいかにとりつけてい

くのかが大きな問題 となっているのである。
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2.大 阪府摂津市民生児童委員協議会の事例

次に摂津市民生児童委員協議会の事例につい

ても検討 してみよう。この地域の民生委員は現

在119名 であるが、その内主任児童委員は5名

である。

ヒアリング調査では、以下のような言葉が聞

かれた。「『児童虐待の問題』、『子育て支援』な

どがいろいろな所で言われはじめているが、民

生委員としては児童問題にまで入り込んでいな

かった。今 までずっと気にはなっていたが、高

齢者や寝たきり老人、介護保険の方に目がむい

ていてあまり行動に移せていなかった。で もそ

れではいけない、 これからは民生委員 としてだ

けではなく、児童委員として地域の 『子育て支

援』などの役割があるのではないかと考えてい

る。これからは子 どもの問題に関わっていかな

ければならないと思いはじめた。ただ、現状は

まだまだ子 どもの方には目が向いていない」。

このような言葉からも分かるように、児童虐待

に対する取 り組みの必要性 を強 く意識している

ものの、実際に具体的な活動にまでは結びつい

ていないのが現状のようである。

そのため例えば平成12(2000)年 度 の活動

内容 を見ると、「児童虐待 を考える」 として民

生児童委員 ・主任児童委員 を対象とした研修 を

行なったり、半日であるが家庭児童相談室の室

長を講師として呼び児童虐待問題 を中心 に講演

してもらうにとどまっている。

また平成13(2000)年 度 も、①最近 の児童

を取 り巻 く状況について児童委員 ・主任児童委

員を対象として摂津市民生児童委員協議会の児

童部会が中心となって半 日研修を行ったり、②

「最近の親子問題を考える」 と題 して摂津市民

生児童委員協議会の女性部会が中心となって、

半 日研修を行ったりしている程度である。

さらに摂津市の場合、年度を問わず 「摂津市

児童虐待防止連絡会(CAPISEキ ャピセ)」 と

いった子ども虐待ネットワークが子育て支援セ

ンター内に設立されている。児童福祉課の家庭

児童相談室が事務局で、連携機関としては子ど

も家庭センター ・福祉事務所 ・保健所 ・保育所

・幼稚園 ・学校・ 警察 ・医師会 ・大阪府少年補

導センター ・社会福祉協議会 ・消防署などがあ

る。ここでは常 に情報交換や連絡調整、企画検

討会議や事例検討会議などが行なわれてお り、

児童虐待の問題が出た場合、民生児童委員から

家庭児童 相談室への通告が義務づけられてい

る。

しかしながら 「子 ども虐待に関する研修会の

開催」が最も容易で、それに続いて 「子 ども虐

待ネットワーク」が設立されやす く、「組織的

に行っている直接的な活動」→「子 ども虐待に

関する調査研究」→ 「子 ども虐待関連の啓発資

料の作成」の順序で実施件数が減るということ

は前章の質問紙調査 の分析で も見た通 りであ

る。それゆえ比較的実行 に移しやすい 「研修会

の開催」「虐待 ネッ トワーク」を超 えた、専門

的なスキルを有する人材の育成 ・確保等の一層

実質的な制度的支援 を行政がどこまで行なって

いけるのかが重要な課題 となるのではないだろ

うか。

Ⅵおわりに

以上、 子 ど も虐 待 へ の援 助 をめ ぐ る現 状 と課

題 の 検 討 を通 して、児童 委 員 ・主 任 児 童 委 員 が

児 童 虐 待 に対 して期待 され て い る よ う な取 り組

み を ま だ充分 に行 な え て い な い こ とが 明 らか と

な っ た。 そ れ は彼 ら 自 身 に よる責 任 で は な く、

む しろ行 政 に よ る制 度 的 支 援 が ほ と ん ど な され

て い な いた め の もので あ っ た。

で は、 今 後 、 どの よ う な枠 組 み の も とで児 童

委 員 ・主 任 児童 委員 制 度 を整 備 してい くこ とが

望 ま しいの だ ろ うか。 ど うす れ ば 、児 童 委 員 ・

主 任 児 童 委 員が 今 、 地 域 社 会 で期 待 さ れ て い る

よ うな新 たな役 割 を実 際 に担 うこ とが で き るの

だ ろ う か。 こ う した こ とを模索 して い く上 で、

欧米 で 推 進 され て い る 「ラ ップ ア ラ ウ ン ド ・ア

プ ロ ー チ」 が 参 考 に な る だ ろ う。

ラ ップ ア ラ ウ ン ド ・ア プ ロ ー チ は 、 ア ラ ス カ

の 児 童 精 神 保 健 局(Children's　 Mental　 Health
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Services)の コ ー デ ィネ ー タ ー に よ っ て 開 発 さ

れ た フ ァ ミ リー ・プ リザ ベ ー シ ョンの た め の枠

組 み ・プ ロ グ ラ ムで あ る 。 現 在 は 、 ワシ ン トン

な ど米 国30州 の100箇 所 以 上 で 取 り入 れ られ

て お り、 きわ め て有 効 な援 助 方 法 で あ る こ とが

確 認 さ れ て い る(Vandenberg,Grealish,and

Schick 1993)。 この ア プ ロ ー チ は ゴ ミ ュニ テ ィ

を基 盤 とす る もの で あ り、子 ど も と家 族 を支 援

してい くた めチ ー ム(Child and Family Team)

が 組 まれ 、 こ のチ ー ムが 主 体 とな っ てサ ー ビス

が 展 開 され るの だ が 、 こ の チ ー ム に は親 、児 童

福 祉 関 係 者 、 司 法 関 係 者 、教 育 者 、 聖 職 者 、 さ

ら に コ ミュニ テ ィの 代 表 者 が 入 る こ とに な っ て

い る。 これ らの 人 び とが チ ー ム とな り、相 互 に

密 接 な連 携 を はか りつ つ 、 フ ァ ミリ ー ・プ リザ

ベ ー シ ョ ン を推 進 して い くの で あ る。

特 にチ ー ム は 、 衣 食 住 に 関 わ る基 本 的 なニ ー

ズ、 友人 な どの 社 会 的 な ネ ッ トワ ー ク、 心 理 的

な サ ポ ー ト等 を含 む 子 ど も と家 族 の 生 活 領 域

(life domains)に 関 して サ ー ビ ス を展 開 す る 。

そ れ に よ って 、 親 や 子 ど も とい った ク ラ イエ ン

トた ち が 主 体 的 に 自 己 の 環 境 や 問題 に 目 を む

け 、 そ の意 味 を再 構 成(reframing)す る こ と を

目指 して お り、 自己 を と りま く環 境 を 自分 で 変

え て い け る力(strength)を 持 て る よ うエ ン パ

ワー す る こ とに 主 眼 が 置 か れ て い る の だ(牧 野

2001:118)。

こ う した ア プ ロ ー チ を展 開 す る 上で キ ーパ ー

ソ ン と な る の が 、 家 族 と共 に 同 じ地 域 に居 住

し、 家 族 と同 じ目線 か ら彼 ら に温 か な 眼差 し を

注 い で い け る 「コ ミ ュ ニ テ ィ の 代 表 者」 で あ

る。 彼 らが 日常 的 に家 族 に対 して 、 ど こま で サ

ポ ー トして い け る か で 、 「ラ ップ ア ラ ウ ン ド ・

ア プ ロ ー チ」 に よ る サ ー ビス の質 が 決 ま っ て く

る の だ 。 も ち ろ ん 、 「ラ ッ プ ア ラ ウ ン ド ・ア プ

ロ ーチ」 は欧 米 の もの で あ り、 日本 で も全 く同

じ方 法 が 有 効 であ る と は 限 らな い。 しか し日本

で も 「コ ミュニ テ ィ の代 表 者 」 の よ うな役 割 を

担 う人 び とが 、児 童 虐 待 にお い てや は りキー パ

ー ソ ン とな る の で は な い か
。

こうした役割を担うものとして、児童委員 ・

主任児童委員は大きくクローズアップされるべ

きだろう。但 しその場合 には、「ラップアラウ

ンド・アプローチ」でも見られることだが、そ

のサポートが一過性のもので終わらずに、持続

的に展開されるよう制度的な支援 を集中的に行

なってい く必要があると思われる。
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